
感染性医療廃棄物の収集運搬及び処理業務委託仕様書 

（案） 

 

委託業務の内容 

沖縄県立八重山病院から排出される感染性医療廃棄物の収集、運搬及び処理 

 

１．医療廃棄物の種類 

⑴「感染性医療廃棄物」 

ア 血液・血清・血漿及び体液（以下「血液等」という。） 

血液、血清、血漿、体液（精液、組織液等）等 

イ 血液製剤 

全血製剤、血液成分製剤等 

ウ 手術・出産等により排出される病理廃棄物 

臓器、胎盤、組織等 

エ 血液等が付着した鋭利なもの 

注射針、メス、試験管、シャーレ、ガラスくず等 

オ 病理微生物に関連した試験、検査等に用いられた試験器具、培地 

実験、検査等に使用した試験管、培地、シャーレ等 

カ 透析器具 

チューブ、フィルター等 

キ その他血液等が付着したもの 

ク 実験、手術用の手袋等のディスポーザブル製品、脱脂綿、ガーゼ、包帯等 

 

２．医療廃棄物の予定数量 

⑴ 契約期間（36ヶ月）の総量  144,000 ㎏ 

⑵ 1 ヶ月あたりの数量    4,000 ㎏ 

 

３．医療廃棄物の収集回数 

⑴ 定期で、月２回以上回収するものとする。 

⑵ 発注者の保管庫の状況を考慮し、発注者と受注者で協議の上、臨時に回収を行うもの

とする。 

 

 



４．医療廃棄物の収集運搬・処理の流れ 

⑴ 収集運搬 

①医療廃棄物の収集運搬は、定期船の運航にあわせて行う。 

②運搬業者は、感染性廃棄物の運搬にあたっては、他の廃棄物等と混載してはならない。 

ただし、感染性廃棄物と他の廃棄物等が混載されたものをすべて感染性廃棄物の処理

方法に従って処分する場合はこの限りではない。 

③運搬業者は、許可を受けた場所以外での積替え・保管は行わず焼却施設へ直送するこ

と。 

④医療廃棄物の輸送は、許可車両により行うこと。 

⑤運搬業者は、医療廃棄物の引渡しを受けたときは、当該廃棄物と当該廃棄物に係る積

荷目録の記載内容を照合、確認のうえ当該廃棄物に係る積荷目録の各票の運搬業者受

領済み印欄に記名、押印及び日付を行い、廃棄物を八重山病院が委託契約した運搬業者

又は処分業者に引き渡す際に、当該廃棄物に係る積荷目録の（Ｂ票）Ｃ票、Ｄ票、Ｅ票

を当該業者に交付しなければならない。また、運搬終了後、Ｂ票（Ｂ２票、Ｂ４票、Ｂ

６票のうち該当する１枚）を速やかに八重山病院に返送しなければならない。 

 

⑵ 処理に関すること 

①感染性医療廃棄物は、焼却施設によって滅菌処理しなければならない。 

②焼却施設で感染性廃棄物を焼却する場合は、梱包された状態のままで行うこと。 

③焼却施設は、適正な性能を有する焼却施設を用いて行うとともに、処理施設は適正に

維持管理されなければならない。 

④処理業者は、滅菌処理完了後、処理後の残渣物について適正な処理を行い、速やかに

八重山病院に対しＤ票、Ｅ票を、運搬業者に対しＣ２票を返送するとともにＣ１票を自

ら保管すること。 

 

⑶ 収集運搬・処分の工程は次のとおりとする。 

 

①八重山病院保管場所から石垣港までの特別管理産業廃棄物収集運搬許可業者 

所 在 ：  

会 社 名 ：  

許 可 番 号 ：  

事業の範囲 ： 感染性廃棄物（積み替え、保管行為を除く） 

 

②石垣港から  港までの海上輸送を行う特別管理産業廃棄物収集運搬許可業者 

所 在 ：  

会 社 名 ：  



許 可 番 号 ：  

事業の範囲 ： 感染性廃棄物 

 

③  港から中間処理場（焼却施設）までの特別管理産業廃棄物収集運搬許可業者 

所 在 ：  

会 社 名 ：  

許 可 番 号 ：  

事業の範囲 ： 感染性医療廃棄物（積み替え、保管行為を除く） 

 

④中間処理（焼却施設）を行う特別管理産業廃棄物処分業者 

所 在 ：  

会 社 名 ：  

許 可 番 号 ：  

事業の範 囲 ： 中間処理 

許可焼却能力 ：   ㎏／時間 

設 置 場 所 ：  

 

⑤最終処分を行う産業廃棄物処分業者（１） 

所 在 ：  

会 社 名 ：  

許 可 番 号 ：  

事業の範囲 ：  

設 置 場 所 ：  

 

⑥最終処分を行う産業廃棄物処分業者（２） 

所 在 ：  

会 社 名 ：  

許 可 番 号 ：  

事業の範囲 ：  

設 置 場 所 ：  

 

⑷ 委託者及び各受託者は互いに、同廃棄物の適正な処理のために必要な情報を提供す

る。 

 

⑸ 焼却作業は、廃棄物処理法施行規則第 12 条の２第５項に規定する焼却施設の構造に

係る基準及び廃棄物処理法施行規則第 12 条の６及び第 12 条の７第５項に規定する焼



却施設に維持管理に係る基準を遵守し、周辺住民に対する迷惑防止を図ること。 

⑹ 特に排ガス中のダイオキシン測定（年１回）及び煤煙濃度測定（年２回）は必ず実行

し、その記録を甲へ提出すること。 

⑺ その他廃棄物処理法及び関係法令等を遵守すること。 

 

５．感染症対策 

⑴ 乙は、本業務遂行するにあたり、業務従事者に対しＢ型肝炎、麻疹、風疹、水痘及び

流行性耳下腺炎の抗体価検査を実施すること。 

⑵ 各感染症における抗体価が、陰性または抵抗体価と評価された者に対して、「日本環

境感染学会 医療従事者のためのワクチンガイドライン第２版」で示す基準を満たすま

でワクチン接種を実施すること。 

⑶ 甲の求めに応じて、業務従事者の抗体検査結果、ワクチン接種の状況が確認できる資

料を提出すること。 

⑷ 業務従事者に対し、インフルエンザワクチン並びに新型コロナワクチンを接種する

こと。 

⑸ 上記⑴から⑷までの一切の費用は、乙が負担とすることとする。 


